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萩市山陰本線利用促進補助金募集要項 

 

１．目的 

山陰本線の利用拡大及び地域の活性化を図るため、萩市内の鉄道路線及び駅舎などを活用し

た利用促進やマイレール意識の醸成に資する事業を実施する民間団体に対して、費用の補助を

行います。 

 

２．補助対象事業 

山陰本線の利活用促進に資する営利を目的としない次の事業とし、令和８年２月２７日まで

に完了する事業とします。ただし、他の補助金を受けて実施する事業は対象外とします。 

(1) 萩市内の山陰本線及び駅舎などを活用した事業（鉄道に関連したイベント、駅舎や駅前での

イベントなど） 

(2) 萩市民のマイレール意識の醸成に資する事業（講演会の開催など） 

(3) その他、山陰本線の利活用促進に資する事業 

※ 参加者などから参加料などを徴収する場合は、実費程度とすること 

 

３．補助金額等 

補助金の額は、補助対象経費に補助率（１０分の１０以内）を乗じて得た額（その額に１，０

００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。１事業につき２０万円を上

限とします。なお、１団体につき、１回とします。 

※予算の都合上、応募状況によっては、申請額以下で採択される可能性があります。 

 

４．補助対象経費 

補助対象となる事業に要する次の経費とします。 

・報償費／講師や専門家、イベント出演者などに対する謝金（スタッフへの賃金、謝金等は対

象外） 

・旅費／講師等の旅費（日当及びグリーン料金等は除く。スタッフの旅費等は対象外） 

・消耗品費／事業実施に直接必要な器具、資材、消耗品等（取得価格が５万円未満（消費税込）

のもの）。ただし、事業で販売する商品等の仕入れや材料等に係るものは対象外とする 

・印刷製本費／資料やポスター、チラシなどの印刷費 

・通信運搬費／郵送料や輸送料、通信費など 

・使用料及び賃借料／会場の借上料や資材・機器のレンタル料、列車借上料など 

・保険料／イベント保険掛金・ボランティア保険掛金など 

・委託費／事業実施に必要な外部への委託費。ただし、イベント等の全面委託などに係る経費

は対象外 

・その他経費／事業実施に必要となる経費のうち市⾧が認めるもの 
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【補助対象外となる主な経費】 

・不動産及び備品と認められる物品の取得費 

・飲食費 

・工事や修繕に係る経費 

・前払費用（交付決定前に支払った経費） 

・その他、社会通念上適切でないと認められる経費等 

 

５．補助対象団体 

補助の対象となる者は、市内の地域団体、特定非営利活動法人、ボランティア団体、観光商工

団体、学校、その他の団体とし、下記の要件を満たす団体とします。 

(1) 定款または規約を有すること 

(2) 団体及び団体の代表者に市税等の滞納がないこと 

(3) 政治活動及び宗教活動を目的とした団体でないこと 

(4) 団体の構成員が暴力団でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない 

こと 

 

６．応募方法 

  下記の書類一式を、郵送または持参により萩市商工振興課に提出してください。 

・萩市山陰本線利用促進補助金企画申請書（別記様式第１号）  

・団体定款または規約 

・団体名簿（役員を明記すること） 

・該当する場合は、団体及び団体の代表者に市税等の滞納がないことがわかる書類 

 

７．募集期間  

 令和７年 7 月１日（火）～令和７年 7 月２５日（金）午後５時まで（必着） 

 

８．事業の採択方法 

商工振興課において、市が補助する事業として内容が適切かを審査し、予算の範囲内で採択事

業を決定します。 

なお、審査において必要があると認められるときはヒアリングの実施及び追加資料を求める

場合があります。 

  

９．審査基準 

(1) 山陰本線の利用促進または萩市民のマイレール意識の醸成が見込める事業となっているか 

(2) 経費が適切であるか 
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(3) その他、萩市の補助金を活用する事業として相応しいか 

１０．注意事項等  

(1) 事業は、採択決定後、交付申請手続きを行い、交付決定後に実施してください。 

  ※概算払いでの交付も可能です（交付決定額の最大９割まで）。 

(2) 事業終了後、事業完了の日から起算して３０日以内又は当該事業年度末日のいずれか早い

期日までに、萩市山陰本線利用促進補助金実績報告書（第１０号様式）を提出して下さい。 

(3) 提出していただいた実績報告書に基づき審査を行い、補助金額を確定します。 

(4) 感染拡大等の状況により、市からイベントの中止又は延期のお願いをする場合があります。

また、感染拡大の状況により、開催者判断でイベントを中止又は延期する場合は、手続きがあ

りますので、事前に商工振興課へご連絡ください。 

(5) その他、ＪＲ西日本への申請及び協議の必要がある事業を申請される場合は、申請前に商 

工振興課へご相談ください。 

 

１１．問い合わせ  

 萩市商工観光部商工振興課公共交通政策室（０８３８－２５－３５８３） 


